
  鹿児島県土地利用対策要綱事務処理要領

第１条 この要領は，鹿児島県土地利用対策要綱（昭和49年12月24日鹿児島県公報号外 

登載。以下「要綱」という。）第11条の規定に基づき，要綱の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第２条 要綱第３条第３項に規定する別に定める図書等は別表第１に定めるものとする。 

２ 別表第１第１号に規定する事業計画書には，別表第２に定める事項を記載するものと

する。 

第３条 土地利用協議書の提出部数は正本１部，副本24部とする。ただし，知事が必要と

認めるものは，提出部数を減じることができる。 

第４条 要綱第４条第２項に規定する意見は，別記第１号様式により行うものとする。 

第４条の２ 要綱第５条第２項に規定する意見は，当該土地利用協議書が提出された地域

振興局又は支庁の長に提出するよう求めるものとする。 

第５条 土地利用承認を受けた者（以下「開発行為者」という。）は，当該土地の開発行

為に着手したときは開発行為着手届（別記第２号様式）を，開発行為がしゅん工したと

きは開発行為しゅん工届（別記第３号様式）を知事に提出するものとする。 

第６条 要綱第６条第１項に規定する事業計画の変更協議を行う場合は，次の各号の一に

該当する場合とする。 

  事業計画の変更に係る土地の面積が承認された計画面積の10パーセント以上になる

場合又は10ヘクタール以上になる場合 

  事業計画の変更が承認された計画に著しい影響を与えるおそれがあると思われる場

合 

２ 開発行為者は，承認の内容について前項各号に掲げる変更以外の変更を行うとすると

きは，土地利用協議変更届（別記第４号様式）を知事に提出するものとする。 

第７条 要綱別表第１第６項に規定する別に定める開発行為は，次に掲げるものとする。 

  都市計画法に規定する都市計画事業の施行としての開発行為 

  都市計画法に基づいて行う市街化区域内における開発行為 

  土地区画整理法に規定する土地区画整理事業の施行としての開発行為 

  土地改良法に規定する土地改良事業の施行としての開発行為 

  電気事業法に規定する一般送配電事業又は送電事業の用に供する電気工作物の設置

等のために行う開発行為 

  農業者等が農業経営の規模拡大のために行う開発行為 

  国又は地方公共団体の施策に基づいて行う農業構造改善事業，林業構造改善事業，

草地開発事業及びその他これらに類する事業の実施のために行う開発行為 

  県又は鹿児島開発事業団が造成等をした地区内における開発行為 

  鹿児島県地域振興公社が県の計画に基づき，又は農地保有合理化事業の実施のため

に行う開発行為 

  その他公共又は公益のために行う開発行為で知事が必要と認めたもの 

第８条 要綱第７条第２項の規定による届出は，地位承継届（別記第５号様式）により行

うものとする。 

２ 前項の届出には，開発行為者の地位を承継したことを証する書類を添付するものとす

る。  

第９条 要綱第７条第３項の規定により開発行為者の地位を承継しようとする者は，地位



承継承認申請書（別記第６号様式）を知事に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には，土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を

取得したことを証する書類，資力及び信用力があることを証する書類その他知事が必

要と認める書類を添付するものとする。 

第10条 開発行為者は，当該開発行為の施工により災害又は事故が発生したときは，速や

かに，その旨，措置方法等を事故報告書（別記第７号様式）により，知事に提出するも

のとする。 

附則 

１ この要領は，昭和49年12月24日から施行する。 

２ 鹿児島県土地対策要綱事務処理要領（昭和48年６月１日）は，廃止する。 

附則（平成８年７月11日） 

この要領は，平成８年７月15日から施行する。 

附則（平成12年３月29日） 

この要領は，平成12年４月１日から施行する。 

附則（平成13年５月15日） 

この要領は，平成13年５月18日から施行する。 

附則（平成14年３月25日） 

この要領は，平成14年４月１日から施行する。 

附則（平成19年３月30日） 

この要領は，平成19年４月１日から施行する。 

附則（平成31年３月29日） 

この要領は，平成31年４月１日から施行する。 

附則（令和２年３月13日） 

この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

附則（令和３年３月31日） 

この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

別表第１ 

  事業計画書 

  土地利用調書（別記第７号様式）及び土地利用の権利を証する書類 

  位置図（縮尺1/50,000以上） 

  寄せ字絵図及び区域図 

区域図（① 開発行為をしようとする区域，② それらの区域を明示するに必要な

範囲内において県界，市町村界，市町村の区域内の町又は字の境界並びに③ ①の形

状を明示した縮尺５千分の１以上の図面とする。） 

  現況図及び現況写真 

現況図（地形，現況，開発行為をしようとする土地の周辺の人家又は公共施設の位

置を示す図面） 

  利用計画図（切土，盛土，捨土等行為の形態別の実施区域の位置，法面の位置，施

設又は工作物の種類毎の位置を示す図面）（縮尺1/500～1/3,000） 

  各種施設設計図（建築物は概要図）（縮尺1/20～1/500） 

  法面の断面図（法面の高さ，勾配，土質，施行前の地盤面及び法面保護の方法を示

す図面）（縮尺1/50～1/100） 

  排水系統図（縮尺1/500～1/3,000） 



  用水系統図（縮尺1/500～1/3,000） 

  防災施設設計図及び設計根拠（縮尺1/50～1/100） 

  道路標準断面図（縮尺1/50～1/100） 

  現況地盤の横断図及び完成後の横断図（縮尺1/50～1/100） 

  現存植生図（縮尺1/500～1/3,000） 

緑化計画平面図（残置し，又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面） 

  起業者の経歴書，定款，役員名，主要株主一覧表，最近の決算諸表，鹿児島県税等

の納税証明書及び事業の実績 

  その他必要な書類 

別表第２ 

１ 事業の目的，効果 

簡潔に要領よく記入する。 

２ 用地の現況 

施行地区の立地条件（現況地目，地形，地質，附近の公共施設，民家等の建築物及び

交通路等）及び法令等に基づく地域指定の状況等について記入する。 

土地を賃借する場合は，その旨を記入する。 

３ 事業計画 

  生産計画 

生産品目ごとの計画生産量を記入する。 

  施設利用計画 

地区内に建設する施設の概要，工期及び年次別計画並びに造成工事の方法，勾配，

土砂の運搬経路及び防災工事対策等を記入する。 

既設事業又は将来計画がある場合は，それらの事業との相互の関連性を明らかにし

た全体計画を記入する。 

面積の単位は平方メートルとし，住宅地造成及び別荘分譲の場合は特に利用人口，

総面積，分譲面積，区画の最大面積，最小面積及び平均面積を記入する。 

なお，用途別面積を明記し，公共空地面積，公共空地率を記載する。 

  雇用計画 

職種別雇用予定者数及び地元住民の雇用予定者数を記入する。 

  資金計画 

ア 事業費 

年度別に工事費の内訳を記入する。 

事項 年度 年度 年度

 千円 千円 千円

計    

イ 資金調達計画 

事業に必要な資金の調達方法を記入する。借入金については，借入予定先を（ ）

で記入する。 

なお，それぞれを証する書面を添付すること。 

事項 年度 年度 年度

自己資金 千円 千円 千円

借入金    



その他（権利金，入会金等）    

計    

４ 附帯施設計画 

  道路計画 

進入路の接続地点を明記し，幹線と支線とはそれぞれ区分し，幅員，延長，規模，

構造，緑地帯，維持管理方法等を順次要領よくまとめて記入する。 

  用水計画 

給水対象人口を推定し，地区内の１日最大必要量を算出する。 

水源については，地下水，表流水，公共水道等を明確にし取水地点，取水量，取水

方法，給水方法等を要領よくまとめて記入し，とくに簡易水道又は専用水道の場合は，

水源地を図面上に明記し，地区内の給水系統を明確にする。 

なお，既得水利権者がある場合は，同意書の写しを別に添付すること。 

  排水計画 

事業計画区域内及び関連する必要区域について，自然水（雨水）及び雑用水（生活

汚水）を区分し，排水系統を明確にして排水計画をたてるものとし，次の事項に留意

する。 

ア 流末処理については，事業計画区域のみでなく，区域外の流末についても，後日

問題を生じないよう関係者と協議のうえ計画する。 

なお，末端排水を道路側溝に導入しないように計画すること。 

イ 排水量の算定は，地形その他周辺の状況により，それぞれの公式を用いるが，降

雨量は原則として10年確率100ミリメートル以上の降雨強度を使用し，排水施設は防

災上十分な余裕を見込み安全な構造とする。 

  防災計画 

地形，地質その他の状況を十分調査のうえ，下記に準拠して防災計画をたてるもの

とする。 

なお，工事施工中の防災施設については，他の施設に先だって実施するものとする。 

ア 基礎調査 

計画区域内及び開発と関連のある区域において，設計の基礎とすべき事項につい

て必要な調査と試験を行い，調査結果等を添付する。 

イ 構造物等の安定計算 

基礎調査に基づき，構造物及び切土，盛土箇所の安定計算を行い十分な工法とし，

安定計算を添付する。 

なお，軽微な構造物等で十分安全が確かめられるものについては，省略すること

ができる。 

ウ 土工計画 

ア及びイに基づいて土工計画をたて，土量計算書を添付する。 

  公害防止計画 

大気汚染，水質汚濁，騒音・振動，悪臭，廃棄物等の項目について，公害防止計画

の概要，公害防止施設及び環境質・周辺の状況に関する検討等の公害防止に関する計

画を具体的に記入する。 

なお，し尿処理については，水質の項目の中で「し尿浄化槽にするか」又は「雑排

水を合併にしたし尿処理施設にするか」を明らかにし，とくに施設の概要（方式，人

員算定の計算式，放流先及び流末河川名並びにその利水状況，水質等）を明記する。

ごみ処理については，廃棄物の項目の中で「市町村に依頼して処理するか」又は「自



家焼却炉を設けて処理するか」を明らかにし，推定される処理量の算定結果を明記す

る。 

  温泉計画 

温泉の需給計画について明記する。 

  現存植生保全計画及び緑化計画 

計画地及びその付近の現存植生の概要を明らかにし，その保全計画，緑地及び道路

法面等の植栽計画を明確にする。 

５ 施設の管理計画及び事業の運営方法 

  施設完成後の管理形態を明らかにする。 

  レジャー施設にあっては，完成後の収支予測 

６ その他 

  住民等関係者に対する離職，移転，代替地その他の補償対策 

  県内において所有（又は経営）する土地，施設（場所，面積，用途）又は土地分譲

販売を行った実績，その利用実態及び計画



別記

第１号様式（第４条関係）

土地利用に関する意見書

                              年  月  日 

地域政策課長 殿 

                                                地域振興局長等 

                    から別添のとおり土地利用協議書が提出されたので，次のとおり意

見を付して送付します。 

１ 総合的意見 

２ 個別的意見 

（保健衛生関係，農林関係，耕地関係，土木関係，交通関係，教育関係及びその他につ

いて順次記載する。） 

第２号様式（第５条関係）

開発行為着手届

                              年  月  日 

鹿児島県知事        殿 

                                          住所 

                                          氏名                  

                                           法人にあっては，主たる事務所の 

                                           所在地，名称及び代表者の氏名 

                    に係る開発行為に着手したので届け出ます。 

記 

１ 土地利用承認年月日及び承認番号 

２ 事業予定地の所在地 

３ 事業名 

４ 着手年月日 

５ しゅん工予定年月日 

６       法（条例）に基づく開発行為に係る許認可証又はその写し 



第３号様式（第５条関係）

開発行為しゅん工届

                                年  月  日 

鹿児島県知事        殿 

                                          住所 

                                          氏名                  

                                           法人にあっては，主たる事務所の 

                                           所在地，名称及び代表者の氏名 

                    に係る開発行為がしゅん工したので届け出ます。 

記 

１ 土地利用承認年月日及び承認番号 

２ 事業名 

３ 事業地所在地 

４ しゅん工年月日 

第４号様式（第６条関係）

土地利用協議書変更届 

  年  月  日 

鹿児島県知事        殿 

                                          住所 

                                          氏名                  

                                           法人にあっては，主たる事務所の 

                                         所在地，名称及び代表者の氏名 

鹿児島県土地利用対策要綱第５条の規定により承認を受けた土地利用（変更）協議書を

次のとおり変更するので届け出ます。 

記 

土地利用承認年月

日及び承認番号 

土地利用の目的  

変更事項 変更前 変更後 

変更理由  

変更後の完了 

予定年月日 

その他参考事項  
備考１ 「変更事項」欄は、各事項別に対比できるように記載すること。 

２ 変更計画書及び関係図書を添付すること。



第５号様式（第８条関係）

地位承継届

  年  月  日 

鹿児島県知事        殿 

                                          住所 

                                          氏名                  

                                           法人にあっては，主たる事務所の 

                                           所在地，名称及び代表者の氏名 

下記のとおり相続（合併・分割）による開発行為者の地位の承継があったので届け出ます

。 

記 

１ 土地利用承認年月日及び承認番号 

２ 土地利用の目的 

３ 所在地 

４ 開発行為者の住所及び氏名 

５ 承継年月日 

６ 承継の原因 

 注 開発行為者の地位を承継したことを証する書類を添付すること。  

第６号様式（第９条関係）

地位承継承認申請書
 年  月  日 

鹿児島県知事        殿 
                                          住所 
                                          氏名                  
                                           法人にあっては，主たる事務所の 
                                           所在地，名称及び代表者の氏名 

 下記の土地利用承認について開発行為者の地位の承継の承認を受けたいので，鹿児島県土
地利用対策要綱第７条第２項の規定により申請します。 

記 

１ 土地利用承認年月日及び承認番号 
２ 土地利用の目的 
３ 所在地 
４ 開発行為者の住所及び氏名 
５ 承継の原因 
  注 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得したことを証す

る書類，資力及び信用力があることを証する書類その他知事が必要と認める書類を添付
すること。 



第７号様式（第10条関係）

事故報告書

                              年  月  日 

鹿児島県知事        殿 

                                          住所 
                                          氏名                  
                                           法人にあっては，主たる事務所の 
                                           所在地，名称及び代表者の氏名 

                    に係る開発行為の施工中，下記のとおり災害，事故が発生したので報
告します。 

記 

１ 土地利用承認年月日及び承認番号 
２ 事業名 
３ 事故又は災害の内容 
４ 発生年月日 
５ 事故又は災害への処置内容 
６ 現場の写真 

（注）各様式は，それぞれＡ４版縦長によるものとする。



第８号様式（別表第１関係）

土地利用調書

事業者名（             ） 

施工する土地の所在地 台帳地目 現況地目 

（実測面積） 

台帳面積 前所有者名 取得年月日 取得価格 摘要 

    総計 （㎡）  宅地 

  （以下内訳を記載）     田 

    畑 

  山林 

  原野 

  採草地 

   計 

（注）１ 法令に基づいて規制されているものがある場合は，「摘要」欄に記入すること。 

２ 「台帳面積」欄には，地目ごとに実測面積が分かれば，（ ）で明記すること。 

３ 抵当権，質権，地上権，地役権が設定されている土地は，その旨「摘要」欄に明示すること。 

４ 土地を賃借する場合は「前所有者名」欄は「現所有者名」と，「取得年月日」欄は「賃借期間」と標題を改める。 

一部分の土地についてのみ賃借する場合もこれに準じて記載し，「摘要」欄に「賃借地」と記入する。


